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新型コロナウイルス感染症対策の春季休業中の学校運営について 
（令和２年３月２３日時点） 

 

平素は本校の教育活動にご理解、ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症対策のため、本日放送という形で終業式を行いました。本来で

したら、生徒たちとともに良き終業式を迎え、新年度に備える大事な日でありましたが、活動を制限

しなければならず、私たちも学校運営が通常の形で行えなかったことを残念に思っております。 

３月１９日付けで、県教育委員会より「春季休業中の学校運営について」の通知がありました。つ

いては、本通知に従い、本校も対応してまいります。今後も引き続き、国や県が発信する情報に基づ

き、冷静に取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 
 

記 
 
１ 今後の対応 

（１）児童生徒及び教職員の健康管理を引き続き徹底する。なお、外出するか否かは外出先の感
染状況を踏まえ、保護者と各自相談のうえ判断する。  

（２）部活動 
部活動は、国からは引き続き自粛を求められているが、一方で、生徒の運動不足やストレス

を解消するために行う運動等の機会の確保を求められていることから、次のとおりとする。 
①活動場所：校内のみとする 屋内・屋外に関わらず「クラスター発生のリスクを下げるため

の３つの原則」に留意すること   ※①密集   ②換気   ③飛沫感染となる会話等 
②活動時間：１日２時間を上限とする  
③活動を行わない日：少なくとも月～金に２日及び土日に１日の計３日は休むこと  
④対外試合・合同練習・合宿：認めない  
⑤「いきいき運動部活動 4 訂版」、「文化部活動の在り方に関する方針」に基づき、無理のな

い指導を行うこと  
（３）上記以外は、通常の春季休業と同様の運営を行う。ただし、単位認定に関わる補充を除い

て、補習は自粛する。 
 
２ 児童生徒及び教職員が感染又は濃厚接触者となった場合は、保健所の指示に従う。  

【兵庫県の帰国者・接触者相談センターの例】 
西宮市帰国者・接触者相談センター 

電話：０７９８－２６－２２４０（８時４５分～１９時００分〔平日・土曜・日曜・祝日〕） 
兵庫県疾病対策課（１７時３０分～翌９時００分） 

電話：０９０－３２６５－８５８３ 
 
３ 新学期については、例年どおりとする方向で準備する。 
 

今後、状況の変化や指示があった場合は、新たな対応を行うことがあります。随時、学校
ＨＰでお知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 


